


障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護・移動支援・行動援護
重要事項説明書
１．事業所の概要
	事業所（法人）名
	合同会社アクトシェア
	法人種別
	合同会社

	代表者
	役 職
	代表
	氏 名
	山田　直樹

	所在地
	〒003-0012　札幌市白石区中央二条2丁目2-44　アヴァンツァーレ112

	電話番号
	011-799-1942

	FAX
	011-799-1942

	事業内容
	居宅介護・重度訪問介護・移動支援・行動援護等サービスを提供する。

	法人の沿革・特色
	2021年4月　法人設立
2021年8月　事業所始動




２．事業所の概要
	事業所の名称
	居宅介護事業所アクトシェア

	所在地
	同上

	電話番号
	同上

	FAX
	同上

	管理者名
	中西一貴

	指定取得日
	居宅介護・重度訪問介護
	2021年8月 1日

	
	移動支援
	2021年10月1日

	
	同行援護
	2025年4月1日

	事業所番号
	居宅介護・重度訪問介護・行動援護
	0110506680

	
	移動支援
	0001100819

	サービス提供地域
	札幌市内全域

	利 用 の 対 象 者
	身体障害者・知的障害者・視覚障害者・精難病等対象者

	事務所の営業時間
	月曜日から日曜日まで9時00分から18時00分

	サービス提供時間
	月曜日から日曜日まで9時00分から18時00分
ただし、利用者からサービス提供の希望がある場合は対応する。

	運営の方針
	利用者の心身状況や環境などに応じ、その有する能力にあった日常生活を営むことができるよう、居宅介護等のサービスを提供する。

	研修の実施状況
	居宅介護員等の実質的向上を図るための研修機会を次のとおり設け、
業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後３ヶ月以内



３．当事業所の職員体制
		職	種
	常勤
	非常勤
	計
	業 務 内 容

		管	理	者
	1名
	
	1名
	介護従業者及び業務の管理

	サービス提供責任者
	1名
	
	1名
	利用調整、技術指導、入浴、排泄、食事等生活全般の援助

	介 護 福 祉 士
	4名
	
	4名
	入浴､排泄､食事等生活全般の援助

	初任者研修課程修了者
	　1名
	
	1名
	

	介護職員実務者講習修了者
	
	
	
	

	ホームヘルパー２級介護職員初任者研修修了者
	
	
	
	

	同行援護
	応用課程
	
	
	
	

	従業者養成
	
	
	
	
	
同行援護のサービスに必要な実技を含む講習を修了した者です。

	
	
	
	
	
	

	研修修了者
	一般課程
	
	
	
	

	全身性ガイドヘルパー
	4名
	
	4名
	身体障害者の移動支援に必要な実技を含む

	視覚性ガイドヘルパー
	4名
	
	4名
	講習を修了した者です。

	行動援護従業者
	　3名
	
	　3名
	行動援護のサービスに必要な実技経験を
満たしている者です。



４．居宅介護等サービス提供の流れ
次のような手順において、居宅介護等サービス提供が開始されます。同サービスの提供は、居宅介護事業所アクトシェア（以下、「事業所」といいます。）のサービス提供責任者と、利用者もしくはその家族の方々とご相談の上、作成いたしました居宅介護等計画に基づき、承諾を得た後となります。手順及び事業所がやるべきことは以下のとおりです。
	居宅介護等
サービス受付
	利用者または代理人等の来所または電話による、居宅介護等サービスの
利用の受付
来所または電話等による聞き取りから居宅介護等サービス利用の相談を受け付けます。

	利用手続きの聴取
	障害支援区分の確認
担当サービス提供責任者の決定

	契約・承諾
	担当サービス提供責任者による訪問日時の調整
障害者総合支援制度についての説明
訪問による契約書・承諾書等の契約。契約の有効期間は、認定有効期間終了日までです。ただし、利用者または事業所から契約書期限までに更新しないとの申し出がない場合で、利用者の認定有効期間満了後に改めて支給決定された場合には、契約は自動的に更新されます。

	利用時の挨拶
	利用者在宅の確認、利用者の状態観察等、介護意思の確認、
介護内容の確認、医療サービスの把握、居宅介護等サービスの把握、前回実施した介護の記録内容の把握

	アセスメント
	本人・家族の状態把握、心身機能の評価、介護不安等の主訴、特別事項
の確認、利用時の希望する曜日・時間

	居宅介護等計画書の作成と承諾
	居宅介護等計画書の作成と承諾

	連絡調整
	利用者が利用する他のサービス事業所との連携調整
必要に応じて医療機関・福祉機関との連携調整・主たる介護者との連絡調整

	派遣者調整
	担当となる訪問介護員の調整・担当となった訪問介護員への介護内容の説明と確認
※当事業所では、派遣ヘルパーの不正行為防止などの観点から単独ヘルパーでの固定派遣はお断りしております。単独ヘルパーでの固定派遣を余儀なくされる場合は契約を解除させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

	オリエンテーション
	利用者宅にサービス提供責任者ならびに訪問介護員が訪問し、介護手順を説明しながら介護の提供の開始

	介助開始
	利用者が介護中に急変した場合は救急車を呼ぶなど救急対応を行うほか、事業所や緊急連絡先へ連絡します。

	モニタリング
	担当サービス提供責任者が本人の心身の状態、家族の状況、介護程度、訪問介護員の質及び提供の調整

	居宅介護計画の変更
	モニタリングにより変更が必要と判断した場合は居宅介護等計画書を修正し利用者並びに家族の承諾

	記録保管
	終了後５年間の利用者の調査類・経過記録・介護給付等の保管
５年以降は裁断処理










５．サービスの内容
①居宅介護（身体介護）
	食事介助
	食事を行うための準備、食事状態の観察、食事の確認、摂食行為の援助後の下膳、食後の観察、摂食状態や摂食量の記録

	
排泄介助
	失禁の有無の確認、排泄希望の確認、トイレまたはポータブルトイレの移動・移乗の援助、排泄行為の援助、後始末の援助、トイレ又はポータブルトイレの洗浄、排泄確認の記録、失禁の場合の清拭・洗浄、失禁した衣類の交換と後始末

	入浴介護
	入浴前の浴室の確認、体調把握と入浴の確認、浴室・脱衣室から居室までの移動の援助、着脱衣行為の援助、洗体援助、浴槽移動の援助、浴槽内の姿勢保持、体の拭取援助、入浴後の状態観察、入浴援助の記録

	更衣介助
	脱衣する行為の環境の整理、脱衣行為の順序の説明、脱衣の確認、脱衣した衣類の整理、脱衣前から脱衣終了までの利用者の状態観察、着衣となる衣類の準備と確認、着衣行為の環境の整理、着衣行為の順序の説明、着衣の確認、着衣前から着衣終了までの利用者の状態観察

	移動介助
	移動する場所までの安全の確認、移動前の準備、移動方法の説明、移動の援助、移動前から移動後までの利用者の状態観察、移動後の安全体制の援助

	起居就寝介助
	臥位状態の確認、起居動作の説明、起居の援助、起居状態の観察、座位又は立位状態の確認、就寝への動作の説明、就寝動作、就寝動作の観察

	


自立支援
	共に行う調理、共に行う掃除、共に行う洗濯、共に行う物干し、共に行う衣類などの整理整頓、共に行う配下膳（共に行う：介助は利用者の行う行為を、アドバイスや摂食による誘導などの方法により調理を達成する援助、または部分的援助であり常時観察を必要とする。この援助によって自立性を喚起することも含まれる）

	ベッドサイド
	おむつ交換、体位交換、ベッドメイク、身体清拭、整容援助

	特殊調理
	医師からの居宅療養指導により、食事量や食材内容について指導のある調理。食材の加工

	その他の介護
	水分補給、服薬援助、口腔洗浄











②居宅介護（家事援助）
	

調理支援
	献立の確認、調理実施の確認、利用者の食事に対する意欲の把握、一連の調理の流れの把握と説明、調理の準備、調理実施

	
	できあがった食事の保管、調理に使用した器具の洗浄と整理、使用した食材料の残りの保管整理、ゴミの整理、調理場の清掃

	

洗濯支援
	洗濯の確認、実施の確認、利用者の洗濯に対する意欲の把握、利用者の洗濯物の選別、洗濯、洗濯物の脱水と干し、乾いた洗濯物の取込み、洗濯物の整理、アイロンの必要な洗濯物のアイロンかけ、洗濯場所・物干し場所・整理場所の後片付けの確認

	買い物支援
	買物の確認、実施の確認、利用者の買物に対する意欲の確認、買物内容の把握と確認、金銭授受に対する手続きとその確認、代用品の確認、特定店の確認、買物、購入物品の確認、代用品の確認、金銭収支の計算と記録、買物状態の観察、レシート・領収書の特定場所への保管

	掃除支援
	掃除の確認、実施の確認、利用者の掃除に対する意欲の確認、掃除内容の把握と確認、掃除道具の確認、掃除、掃除の片付け、ゴミの処理、掃除場所の確認


③重度訪問介護
	身体介助
	移動、入浴、排泄、食事等の身体介護全般、外出時の介護

	家事援助
	調理、洗濯及び掃除等の家事全般の援助

	その他
	外出中の排泄や食事摂取の介助。外出前後に行われる更衣介助



④地域生活支援事業 移動支援／行動援護／居宅介護（通院介護・通院等乗降介助）
	外出支援
	外出の準備に伴う支援
（健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備等）

	
	移動に伴う支援（車への乗降介助、交通機関の利用補助等）

	
	外出先やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援
（代読、代筆等）

	
	外出先での必要な支援
（排泄介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、チケットの購入の支援等）

	
	外出から帰宅した直後の対応支援（更衣介助、荷物の整理整頓等）



６．移動手段
当事業所は、有償運送の許可申請を行っておりません。従って、徒歩移動以外で移動の際には最寄りの公共交通機関（地下鉄・市電・バスなど）を利用するか、タクシーでの移動となります。
なお、その際に発生する交通費は全額、利用者負担となりますのでご了承願います。

７．契約の解除・サービスの終了
⑴　利用者は、事業所に対して、１４日以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、理由の如何にかかわらず、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。 
⑵　前項の規定にかかわらず、障害福祉サービス（居宅介護等）契約書第９条第２項に規定する事由に該当した場合及び事業所が破産した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。 
⑶　事業所は、利用者に対して、３０日以上の予告期間をおいて、文書で通知することにより、理由の如何にかかわらず、この契約を解除することができます。
⑷　事業所は、利用者またはその身元引受人ないしご家族（以下、「利用者またはその家族等」といいます。）が下記のいずれかに該当した場合は、直ちにこの契約を解除することができます。
①　利用者の料金の支払いが正当な理由なく３０日以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、催告後３０日以内に支払われない場合
②　利用者またはその家族等に信頼関係を著しく悪化させる行為があったとき
③　利用者またはその家族等が法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をしたとき
④　利用者またはその家族等の行為に起因して本契約の目的を達することが困難となったとき
⑸　利用者の居宅介護等サービスについての介護給付費の支給決定が取り消された場合、もしくは介護給付費支給期間終了に伴い介護給付支給申請を行った結果、不支給となった場合、当該支給決定の効力が喪失したときにこの契約は終了します。ただし、利用者の転居に伴い支給決定が取り消された後に、引き続き転入先の市町村で支給決定された場合は、利用者及び事業所は協議のうえ、必要に応じて契約変更を行うことができます。
⑹　次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 
①　利用者が施設に入所した場合 
②　利用者が死亡した場合 

８．利用料金
⑴　利用者負担金
①　居宅介護等のサービス利用額は、厚生労働大臣または札幌市長が定める基準によるものとし、当事業所が法定代理受領を行う場合には受給者証の記載に基づき、自己負担割合（特に記載のない場合は１割）に応じ利用者負担上限月額を上限に利用者に負担していただくものとします。
②　以下の各号に該当する場合には、居宅介護等計画に定めるところの、当該利用種別に沿って、基本料金の全額を自己負担していただく場合があります。
1 契約時間数を超えてサービスを行った場合
2 複数の事業所において支給決定時間数を超えて契約を行った場合
3 当事業所が代理受領を行わない場合
③　２のサービス提供地域を越えて行うサービスにおいて、従業者がサービス提供場所へ向かうために要した往復の交通費は、その実費を支払いいただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。
1 　通常の事業の実施地域を越えた地点から目的地までの距離に、1kmあたり20円を乗じて得た額（往復）とする。
2 　距離及び料金については、地図、高速道路の区間距離、ＪＲの営業キロなどの資料に基づき算定してサービス提供前に利用者に提示するものとし、サービス提供時に訪問職員が実走した距離が提示した距離を超えていた場合においても、算定した距離及び料金に基づき計算します。
④　サービス提供の際にかかる諸経費（外出介護時の交通費や施設利用費など）については、原則としてそのつど利用者の負担とします。この場合において、従業者が諸経費を立て替えて支払った場合は、当該諸経費相当額を利用者に負担いただきます。
⑤　障害者総合支援法などの法令改正により、利用者負担額の改正が必要となった場合には、改正後の利用者負担額を適用します。
　⑵　キャンセル料
①　利用者がサービス提供をうける前日までに居宅介護等サービスの利用中止または日時変更を事業所に対し申し出ることにより、キャンセル料は発生しません。
②　利用者がサービス提供をうける前日までに居宅介護等サービスの利用中止または日時変更を申し出がなかった場合、事業所に対し、キャンセル料として自己負担額の５０％を支払いいただきます。
③　サービス提供者がサービス提供時刻にサービス提供場所に訪問したにもかかわらず、不連絡など利用者の責によってサービスの提供が出来なかった場合、事業所に対し、キャンセル料として利用基本料金全額を支払いいただきます。
④　前二項のキャンセル料ついては、事業所が、利用者においてやむを得ない事情（利用者の病状が急変したり、急な入院など）があると関係資料から認めた場合は、これを減額または免除することがあります。
⑶　料金の支払い方法
事業所は当月分の料金を翌月１５日までに利用者に請求いたします。利用者は同月末日までに当事業所の窓口もしくは指定口座への振込（祝日等で金融機関が休みの場合は翌営業日）にてお支払いください。その際の手数料は利用者の負担となります。なお、請求額の中には、当事業所が届け出ているサービス提供区域以外でのご利用された分の交通費（実費）や利用料金のほかに時間延長・短縮・キャンセル料なども含まれております。



９. 衛生管理等
　　（1）介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
　　（2）事業所事業所において感染症が発生し、または蔓延しないようにつぎに掲げる措置を講じます。
　　　　①事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月　　　　　
　　　　　に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
　　　　②事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備しています。
　　　　③従業者に対し、事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を定期的に
　　　　　実施します。
１０.業務継続計画の策定等について
　 （1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するた
　　　　めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業
　　　　務継続計画に従って必要な措置を講じます。
　 （2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し
　　　　ます.
   （3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
１１．虐待・身体拘束の防止について
　　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げる
　　とおり必要な措置を講じます。
　 （1）虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当を選定しています。
　　　　虐待防止・身体拘束等の適正化（中西　一貴）　虐待防止責任者（山田　直樹）
　  (2) 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ
　　　　いて従業者に周知徹底を図っています。
　 （3）虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
　 （4）従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措
　　　　置を講じます。
　 （5）事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
　 （6）サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人当）に
　　　　よる虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
　 （7）事業者は、利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
　　　　き、身体拘束を行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、自薦に十分な説明の上利用
　　　　者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
　　　　やむを得ない理由を記録します。

１２．個人情報の保護について
当該事業所は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、事業所が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努めるとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。
①　当該事業所の従業員は障害者総合支援法の指定基準省令に基づき、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
②　当該事業所の従業員であったものは、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
③　当該事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合、又はサービス担当者会議等で必要がある場合、利用者の居宅介護等サービスを他の事業者に引き継ぐ等の正当な理由がある場合に限り、利用者又はご家族の個人情報を用います。

１３．居宅介護等の提供記録
⑴　事業所は、居宅介護等の提供確認として、居宅介護等の実施毎に「居宅介護等のサービス提供実施記録票」を作成し、利用者は居宅介護等の終了時毎に内容を確認した上で捺印を押します。
⑵　事業所は、居宅介護等の提供記録を作成します。
⑶　利用者は、居宅介護等の提供記録を閲覧することができます。

１４．記録の保管について
⑴　事業所は、居宅介護等の提供記録や請求にかかる資料とその請求の根拠となる記録などを作成し、保管します。保管期間はサービス提供終了から５年間です。利用者及び利用者の家族は、保管期間内の居宅介護等の提供記録に関する複写物の交付を受けることができます。
※但し、事業所が定める複写物の交付費用は利用者の負担になります。
⑵　記録の保管方法について
1 用紙で保管する場合
・鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は持ち出し記録簿に記入し管理します。
・保管期間が終了した書類についてはシュレッダーにかけた上で破棄します。
2 電子媒体で保管する場合
・利用者のデータを保存するパソコンは、ログイン時にパスワードを求める等のセキュリティを設定し、ご契約者のデータに対してアクセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行えないようにします。
・保管期間が終了したデータはパソコンより消去します。
１５．緊急時及び事故発生時・災害発生時の対応方法
⑴　サービス提供中に容態の変化があった場合、もしくは事故が発生したときは、下記の緊急連絡先（主治医、ご家族等）にご連絡を取り、指示を仰ぎ、その指示に従います。
	主 治 医
	医療機関名
	

	
	住	所
	

	
	電 話 番 号
	

	
	主治医氏名
	

	緊急連絡先
	氏	名
	

	
	住	所
	

	
	電 話 番 号
	

	
	続	柄
	


⑵　当事業所が提供した居宅介護等のサービス中に発生した事故に関して、その事故原因が当事業所の責にあると認められた際、速やかに損害賠償に応じます。
加入保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
⑶　サービス提供中に災害が発生した場合、家族に連絡をとるなどして、安否の報告をするなどの適切な措置を取り、指示に従います。大きな災害などで安否の確認が困難な場合や緊急を要する際は安全の確保を最優先に避難行動をとるなどの措置を取る場合があります。その場合においても速やかに家族との連絡が取れるように必要な措置をとります。
⑷　サービス提供中以外の時間に大きな災害が発生した場合は、速やかに利用者本人及び家族の方と連絡をとり安否の確認をするとともに、状況の変化に応じたサービス内容の変更などに出来る限り対応します。


１６．サービス内容に関する苦情対応
⑴　処理体制・手順苦情があった場合にはサービス提供責任者等が相手方に連絡を取り、または直接出向くなどして詳しい事情を聞くとともに、サービス従業者からも事情を聴取し、迅速かつ適切な対応を致します。
⑵　当事業所ご利用者苦情担当
電    話 011-799-1942（9時00分から18時00分）
担 当 者 山田　直樹・中西　一貴
⑶　その他
当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を申し出ることができます。
・社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会　障がい者虐待相談（電話 011-632-7021）
・その他 お住まいの各区役所 保健福祉課
（電話番号につきましては、受給者証の最終ページに記載されております。ご覧ください）

	年	月	日
居宅介護等サービスの提供開始に際し、本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。
事業所　　　　所 在 地　札幌市白石区中央二条2丁目2-44　アヴァンツァーレ112
事業者名　合同会社アクトシェア
事業所名　居宅介護事業所アクトシェア
	説 明 者　山田　直樹	印
私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受け、居宅介護等サービス事業の提供開始に同意しました。
	利用者	住	所

	氏	名	印
	代理人	住	所

	氏	　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


	利用者との続柄（
	）
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